
■
身
体
的
虐
待

暴
力
や
体
罰
に
よ
っ
て
身
体
に
傷

や
あ
ざ
、
痛
み
を
与
え
る
行
為
。
身

体
を
縛
り
つ
け
た
り
、
過
剰
な
投
薬

で
身
体
の
動
き
を
抑
制
す
る
行
為
。

■
心
理
的
虐
待

怒
鳴
る
、
の
の
し
る
、
無
視
す
る

な
ど
の
侮
辱
的
な
言
葉
や
拒
絶
す
る

よ
う
な
態
度
で
、
精
神
的
に
苦
痛
を

与
え
る
行
為
。

■
経
済
的
虐
待

本
人
の
同
意
な
し
に
(あ
る
い
は

だ
ま
す
な
ど
を
し
て
)財
産
や
年
金
、

賃
金
を
勝
手
に
使
っ
た
り
、
金
銭
の

使
用
を
理
由
な
く
制
限
す
る
行
為
。

■
性
的
虐
待

性
的
な
い
た
ず
ら
や
わ
い
せ
つ
な

行
為
を
し
た
り
、
無
理
に
さ
せ
た
り

す
る
行
為
。

■
放
棄
・
放
置
(ネ
グ
レ
ク
ト
)

食
事
や
排
せ
つ
、
入
浴
、
洗
濯
な

ど
の
身
の
周
り
の
世
話
や
介
助
を
し

な
い
、
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
医

療
、
教
育
を
受
け
さ
せ
な
い
な
ど
、

障
が
い
の
あ
る
人
の
生
活
環
境
や
身

体
・
精
神
状
態
を
悪
化
、
衰
弱
さ
せ

る
行
為
。

※
通
報
や
届
け
出
を
し
た
人
の
個
人

情
報
は
、
守
秘
義
務
に
よ
り
固
く

守
ら
れ
ま
す
の
で
安
心
し
て
く
だ

さ
い
。
匿
名
に
よ
る
通
報
も
受
け

付
け
ま
す

問
い
合
わ
せ

沼
田
市
障
害
者
虐
待

防
止
セ
ン
タ
ー
・
社
会
福
祉
課
障

害
福
祉
係
(東
原
庁
舎
内
)☎
内
線

７
７
２
５
２
へ

市役所 ☎23−2111　24−5179　白沢支所 ☎53−2111 53−2188　利根支所 ☎56−2111 56−36747

対
象
住
宅

昭
和
56
年
５
月
31
日
以

前
着
工
の
一
戸
建
て
、
ま
た
は
併

用
住
宅
(２
分
の
１
以
上
が
住
宅
)

で
、
在
来
軸
組
工
法
で
建
築
し
た

平
屋
・
２
階
建
て
住
宅

対
象
者

住
宅
の
所
有
者
か
つ
居
住

者
で
、
市
税
滞
納
が
な
い
人

募
集
戸
数

９
戸

費
用

無
料
(た
だ
し
、
耐
震
診
断

者
の
交
通
費
相
当
額
千
円
を
負
担
)

申
し
込
み

建
築
住
宅
課
建
築
指
導

係
へ

対
象
住
宅

以
下
全
て
に
該
当
す
る

住
宅
①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以

前
着
工
の
一
戸
建
て
、
ま
た
は
併

用
住
宅
(２
分
の
１
以
上
が
住
宅
)

で
、
建
築
基
準
法
そ
の
他
の
関
係

法
令
に
違
反
し
て
い
な
い
②
在
来

軸
組
工
法
で
建
築
し
た
平
屋
・
２

階
建
て
③
個
人
が
所
有
し
、
か
つ

居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
(貸
家

除
く
)④
耐
震
診
断
の
結
果
、
倒
壊

の
可
能
性
が
あ
る
、
ま
た
は
高
い

対
象
者

以
下
全
て
に
該
当
す
る
人

①
対
象
住
宅
の
居
住
者
(耐
震
改

修
後
居
住
す
る
人
も
可
)②
世
帯

全
員
が
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い

な
い
③
世
帯
員
の
中
に
前
年
の
所

得
が
６
０
０
万
円
を
超
え
る
人
が

い
な
い
④
世
帯
員
の
中
に
暴
力
団

員
に
該
当
す
る
人
が
い
な
い

募
集
戸
数

２
戸

対
象
経
費

耐
震
改
修
設
計
費
、
耐

震
改
修
工
事
費
、
工
事
監
理
費

補
助
金
額

補
助
対
象
経
費
の
３
分

の
１
以
内
で
、
１
０
０
万
円
を
限

度
申
込
期
限

11
月
30
日
(金
)

申
し
込
み

工
事
着
手
前
に
、
建
築

住
宅
課
建
築
指
導
係
へ

耐
震
診
断
の
結
果
、
倒
壊
の
可
能

性
が
あ
る
住
宅
に
居
住
す
る
高
齢
の

人
や
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
の
生
命

を
守
る
た
め
の
空
間
を
確
保
で
き
る

装
置
を
、
居
室
ま
た
は
居
室
の
一
部

に
設
置
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
等
機
種

群
馬
県

知
事
が
認
め
た
も
の
(市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
)

対
象
住
宅

制
度
２
耐
震
改
修
工
事

費
補
助
の
対
象
住
宅
①
〜
④
に
加

え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

住
宅
①
申
請
年
度
末
日
付
け
で
、

65
歳
以
上
の
人
の
み
が
居
住
②
身

体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
、
群
馬
県
知
事
発
行

の
療
育
手
帳
の
い
ず
れ
か
を
所
持

し
て
い
る
人
が
同
居

対
象
者

制
度
２
耐
震
改
修
工
事
費

補
助
の
対
象
者
と
同
じ

募
集
戸
数

３
戸

対
象
経
費

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
等
購

入
費
、
運
搬
費
、
設
置
工
事
費

補
助
金
額

補
助
対
象
経
費
の
２
分

の
１
以
内
で
、
３
０
万
円
を
限
度

申
込
期
限
　
11
月
30
日
(金
)

申
し
込
み

工
事
着
手
前
に
、
建
築

住
宅
課
建
築
指
導
係
へ

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
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震
は
待
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
命
を
守
る
た
め
、
市
の

補
助
制
度
を
活
用
し
、
耐
震
改
修
工
事
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
係
☎
内
線
４
２
１
７

地
震
に
備
え
、

耐
震
改
修
工
事
を
！

地
制度
１

木
造
住
宅
耐
震
診
断

制度
２

木
造
住
宅
耐
震

改
修
工
事
費
補
助

制度
３

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー

設
置
工
事
費
補
助

みんなで築こう　人権の世紀

問い合わせ　社会教育課社会教育係　☎内線３３３４

「考えよう 相手の気持ち
未来へつなげよう 違いを認め合う心」

年度、内閣府実施の｢人権擁護に関する世論調査｣で、関心があ　　　

る上位７項目は｢障害者(51.1％)｣｢インターネットの人権侵害

(43.2％)｣｢高齢者(36.7％)｣｢子ども(33.7％)｣｢女性(30.6％)｣｢東日本大震

災に伴う人権問題(28.8％)｣｢北朝鮮拉致被害者など(26.2％)｣でした。

このことから、声なき声に耳を傾ける大切さ、子どもが被害者とな

る人権侵害をどう減らし、なくしていくかなど、すぐに対応すべき課

題も見えてきます。また、人権侵害、差別や原発事故避難者の７年間

の苦悩など、人権に関わる課題の本質を考えさせられます。

2020年に、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。障

がいのある人や外国人などへの人権に関心を持つことで、さらに大会

は盛り上がるのではないでしょうか。そこで、表題が大切になりま

す。知る、考える、違いを認める、このような実践から始めましょう。

昨

※天候や地域により、開園期間が異な

ります

問い合わせ 沼田市観光インフォメー

ション☎○20１３００、各ぶどう・り

んご園へ

具
体
的
な
事
例

虐
待
に
気
づ
い
た
ら
、
す
ぐ
に

通
報
を
！

待
を
発
見
し
た
人
の
通
報
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
障
が
い
の
あ
る

人
へ
の
虐
待
は
、
家
庭
、
施
設
、
職
場
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
起
こ

り
ま
す
。
虐
待
に
よ
り
障
が
い
の
あ
る
人
の
権
利
や
尊
厳
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
、
早
期
に
発
見
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
市
で
は
、
沼
田
市
障

害
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
障
が
い
の
あ
る
人
の
虐
待
の
相
談
、
通

報
、
届
け
出
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
虐
待
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
を

発
見
し
た
ら
、
速
や
か
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

虐
扶養親族等申告書

提出を忘れずに

老齢年金は所得税法により

課税対象となります。支払わ

れる年金から扶養控除などを

所得控除し、残りの年金から

所得税が差し引かれます。

老齢厚生年金や老齢基礎年

金受給対象の人は、９月に日

本年金機構から送られる｢扶養

親族等申告書｣に、必要事項を

記入して、必ず提出してくだ

さい。

対象の人

■65歳以上で158万円以上の

年金を受けている人

■65歳未満で108万円以上の

年金を受けている人

※申告書を提出しないと、扶

養控除などの控除が受けら

れず、税金が多く徴収され

てしまうことがあります

問い合わせ 渋川年金事務所

お客様相談室☎０２７９○22

１６１４へ

第14回素人そば打ち段位認定群馬大会  IN 
初段・二段を認定するそば打ち試験、打ち立てそばや地域特産品などを販売します。スペシャルゲストに、『蕎

麦、食べていけ！』の著者で、コメンテーターとしても活躍中の江上剛さんをお迎えして、講演会を行います。

問い合わせ　利根町観光協会☎○20５０５０へ

江上剛さん講演会
え がみごう

『蕎麦、食べていけ！』特別秘話

とき　９月30日(日)午後３時15分

〜３時45分

ところ　利根観光会館大ホール

講師　江上剛さん

費用　無料

※先着順、席に限りがあります

老神

とき　９月29日(土)午前11時〜午後４時

30日(日)午前10時〜午後３時

ところ　利根観光会館

＼ＯＰＥＮ／

ぶどう狩り 〜10月中旬
りんご狩り 〜11月下旬


